
改定（R5.10） 現行（R4.7）

2.3 手続きについて

(3) 評価について

 入札説明書等に基づき、発注機関による公正・公平な審査を通じて、適切に評価する。
 審査は、全ての参加者に共通の基準で行い、特定の参加者の評価に特手の方法を用いない。

 提出された参加表明書及び技術提案書（以下、「申請資料」という）の内容及びその内容を証明
する証明資料を確認し、評価する。

 必要に応じ、開札前に申請資料のヒアリングを実施することができる。（その場合、その旨を参
加説明書に明示する）

 必須の評価項目は、入札説明書等に記載された必須の要件で示した 低限の要件を満たして
いるか否かを判定し、合格・不合格の決定をする。合格とされた者については、入札説明書等に
基づき得点を与える。

 必須以外の評価項目は、入札説明書等に記載された必須以外の要件を満たしているか否かを
判定し、当該要件を満たしている場合は、入札説明書等に基づき得点を与える。

 定性的な評価項目に関する評価には、十分、合理的な理由をもって行う。

 技術等の評価にあたり実施試験を課す場合には、公正かつ公平な手段で行われることを確保
するため、当該試験の実施内容・方法等を入札説明書等に明示する。

 参加表明書に記載されている内容及びその内容を証明する証明資料を確認し、評価する。
（削除）

 評価に係る記載内容について、確認できる証明資料の提出が無い場合、評価は 低点に下方
修正する。

 評価に係る記載内容が土木建築部における表彰の場合、証明資料の提出が無くとも 低点と
しない。また、申請資料に記載すべきでない内容を記載し、これに係る証明資料がない場合も同
様に 低点としない。

 証明資料による確認の結果、評価に係る記載内容に誤りがあった場合、評価は下方修正のみ
を行う。

 建設行政情報システム及びその他のシステムにより、評価にかかる記載内容の確認ができた
場合、評価は下方修正のみを行うものとする。ただし、その場合においても、確認できる証明資
料の提出が無い場合、評価は 低点に下方修正する。
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2.3 手続きについて

(3) 評価について

 入札説明書等に基づき、発注機関による公正・公平な審査を通じて、適切に評価する。
 審査は、全ての参加者に共通の基準で行い、特定の参加者の評価に特手の方法を用いない。

 必要に応じ、開札前に資料のヒアリングを実施することができる。（その場合、その旨を参加説
明書に明示する）

 必須の評価項目は、入札説明書等に記載された必須の要件で示した 低限の要件を満たして
いるか否かを判定し、合格・不合格の決定をする。合格とされた者については、入札説明書等に
基づき得点を与える。

 必須以外の評価項目は、入札説明書等に記載された必須以外の要件を満たしているか否かを
判定し、当該要件を満たしている場合は、入札説明書等に基づき得点を与える。

 定性的な評価項目に関する評価には、十分、合理的な理由をもって行う。

 技術等の評価にあたり実施試験を課す場合には、公正かつ公平な手段で行われることを確保
するため、当該試験の実施内容・方法等を入札説明書等に明示する。

 参加表明書に記載されている内容及びその内容を証明する証明資料を確認し、評価する。
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凡例： 赤字下線 追加・変更箇所
13

沖縄県土木建築部発注の建設コンサルタント業務における総合評価落札方式の試行要領の手引き 【新旧対照表】



改定（R5.10） 現行（R4.7）

2.4 競争参加資格要件及び各段階の評価における留意事項

 申請資料における記載内容を評価する。

～省略～

土木編－15

２2.4 競争参加資格要件及び各段階の評価における留意事項

 参加表明書等における記載内容を評価する。

～省略～
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凡例： 赤字下線 追加・変更箇所
14

沖縄県土木建築部発注の建設コンサルタント業務における総合評価落札方式の試行要領の手引き 【新旧対照表】



改定（R5.10） 現行（R4.7）

(2) 地域要件・地域貢献度・地域精通度の設定について

表2‐1 発注方式別の地域要件及び地域精通度の考え方

～省略～
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(2) 地域要件・地域貢献度・地域精通度の設定について

表2‐1 発注方式別の地域要件及び地域精通度の考え方

～省略～
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凡例： 赤字下線 追加・変更箇所
15

沖縄県土木建築部発注の建設コンサルタント業務における総合評価落札方式の試行要領の手引き 【新旧対照表】

地域要件 地域精通度

プロポーザル方式 × ○

◎：適宜採用・評価する ○：必要に応じて採用・評価 ×：原則、採用・評価しない

注１）地域要件：一定の地域内における「本店」又は「本店、支店又は営業所」の有無

注２）地域精通度：一定の地域内における技術者の同種・類似業務実績の有無

地域要件 地域精通度

プロポーザル方式 × ○

◎：適宜採用・評価する ○：削除の必要がない限り採用・評価 ×：原則、採用・評価しない

注１）地域要件：一定の地域内における「本店」又は「本店、支店又は営業所」の有無

注２）地域精通度：一定の地域内における技術者の同種・類似業務実績の有無



改定（R5.10） 現行（R4.7）

(5) 技術者資格等の設定の考え方

 技術者の評価における技術者資格等の順位は、設定する資格が技術者資格登録簿に登録が
ない場合は表2‐3に掲げる区分、技術者資格登録簿に登録がある場合は表2‐4に掲げる区分に
より評価する。

 表2‐2における「〇」の評価項目については、削除の必要がない限り設定する。
 測量業務において、測量士は参加資格としない。

表2‐2 技術者資格等の設定の考え方

◎1：原則として設定する項目（表2‐3適用）
◎2：原則として設定する項目（表2‐4適用）
◎3：照査技術者を配置する場合、原則として設定する項目（表2‐3適用）
◎4：照査技術者を配置する場合、原則として設定する項目（表2‐4適用）
○：削除の必要がない限り設定する項目（表2‐3適用）
－：設定しない項目

～省略～
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(5) 技術者資格等の設定の考え方

 技術者の評価における技術者資格等の順位は、設定する資格が技術者資格登録簿に登録が
ない場合は表2‐3に掲げる区分、技術者資格登録簿に登録がある場合は表2‐4に掲げる区分に
より評価する。

 測量業務において、測量士は参加資格としない。

表2‐2 技術者資格等の設定の考え方

◎1：原則として設定する項目（表2‐3適用）
◎2：原則として設定する項目（表2‐4適用）
◎3：照査技術者を配置する場合、原則として設定する項目（表2‐3適用）
◎4：照査技術者を配置する場合、原則として設定する項目（表2‐4適用）
○：必要に応じて設定する項目（表2‐3適用）
－：設定しない項目

～省略～
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凡例： 赤字下線 追加・変更箇所
16

沖縄県土木建築部発注の建設コンサルタント業務における総合評価落札方式の試行要領の手引き 【新旧対照表】

選定段階 特定段階

管理技術者 ◎1 ◎1

担当技術者 － ○

照査技術者 － ◎3

管理技術者 ◎2 ◎2

担当技術者 － ○

照査技術者 － ◎3

管理技術者 ◎1 ◎1

担当技術者 － ◎2

照査技術者 － ◎3

管理技術者 ◎2 ◎2

担当技術者 － ◎2

照査技術者 － ◎3

管理技術者 ◎2 ◎2

担当技術者 － ○

照査技術者 － ◎4

技術者資格登録簿における

技術者資格等の登録状況

評価対象

技術者

プロポーザル方式

登録がない場合

管理技術者にかかる資格のみ

登録がある場合

担当技術者にかかる資格のみ

登録がある場合

管理技術者及び担当技術者に係る

資格の登録がある場合

管理技術者及び照査技術者に係る

資格の登録がある場合

選定段階 特定段階

管理技術者 ◎1 ◎1

担当技術者 － ○

照査技術者 － ◎3

管理技術者 ◎2 ◎2

担当技術者 － ○

照査技術者 － ◎3

管理技術者 ◎1 ◎1

担当技術者 － ◎2

照査技術者 － ◎3

管理技術者 ◎2 ◎2

担当技術者 － ◎2

照査技術者 － ◎3

管理技術者 ◎2 ◎2

担当技術者 － ○

照査技術者 － ◎4

技術者資格登録簿における

技術者資格等の登録状況

評価対象

技術者

プロポーザル方式

登録がない場合

管理技術者にかかる資格のみ

登録がある場合

担当技術者にかかる資格のみ

登録がある場合

管理技術者及び担当技術者に係る

資格の登録がある場合

管理技術者及び照査技術者に係る

資格の登録がある場合



改定（R5.10） 現行（R4.7）

3.2 指名段階における配点

(2) 指名段階における評価基準（案）
～省略～
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3.2 指名段階における配点

(2) 指名段階における評価基準（案）
～省略～
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凡例： 赤字下線 追加・変更箇所
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沖縄県土木建築部発注の建設コンサルタント業務における総合評価落札方式の試行要領の手引き 【新旧対照表】



改定（R5.10） 現行（R47）

3.3 入札段階における配点

(2) 入札段階における評価基準（案）

土木編－24

3.3 入札段階における配点

(2) 入札段階における評価基準（案）

土木編－23

凡例： 赤字下線 追加・変更箇所
18

沖縄県土木建築部発注の建設コンサルタント業務におけるプロポーザル方式の試行要領の手引き 【新旧対照表】

簡易型
１：３ １：２ １：１

資格要件 [技術者資格等] ◎ 様式6

◎
様式6の2
様式6の3

○ 様式6

情報収集力 [地域精通度] ○ 様式6

○ 様式7

専門技術力 [業務執行技術力]
◎ 様式7

○ 様式6

簡易型
１：３ １：２ １：１

資格要件 [技術者資格等]

◎/○ 様式6

○
様式6の2
様式6の3

○ 様式6

情報収集力 [地域精通度] ○ 様式6

○ 様式7

専門技術力 [業務執行技術力]
○ 様式7

○ 様式6

簡易型
１：３ １：２ １：１

資格要件 [技術者資格等]
◎ 様式6

○
様式6の2
様式6の3

○ 様式6

情報収集力 [地域精通度] ○ 様式6

○ 様式7

専門技術力 [業務執行技術力]
○ 様式7

○ 様式6

小計 25% 33% 50%

簡易型
１：３ １：２ １：１

◎

◎

◎/○

小計 25% 30% 50%

評価項目

実施方針・
実施フロー・
工程表・その他

評価の着目点

業務理解度

実施手順

◎：原則として設定する項目　　○：必要に応じて設定する項目

書面及びヒアリングの評価。

様式12

評価
項目

評価の着目点
設
定

CPD

過去○年間の同種又は類似業務等の実績の内容

管
理
技
術
者
の
割
合
に
包
含
す
る

管
理
技
術
者
の
割
合
に
包
含
す
る

管
理
技
術
者
の
割
合
に
包
含
す
る

過去○年間に担当した業務の業務成績

50%

評価ｳｪイト

標準型

25%
(12.5～
25%)

30%
(15～30%)

※照査技術者を配置する場合に評価する。

◎：原則として設定する項目　　○：削除の必要がない限り設定する項目

【③実施方針】

設
定

その他

様式

評価ｳｪイト

標準型様式

管
理
技
術
者

成
績
・

表
彰

25%
(25～
37.5%)

18%
(18～
25.5%)

15%
(15～20%)

過去○年間の同種又は類似業務等の実績の内容

過去○年間の優良業務技術者表彰の有無

担
当
技
術
者

成
績
・

表
彰

資
格
・
実
績
等

技術者資格等、その専門分野の内容

【①予定技術者の評価（担当技術者）】

評価
項目

評価
項目

評価
項目

評価の着目点
設
定

過去○年間の当該事務所管内、周辺での受注実績の有無

当該部門の従事期間

専門技術力

管
理
技
術
者
の
割
合
に
包
含
す
る

評価ｳｪイト

標準型

資
格
・
実
績
等

技術者資格等、その専門分野の内容

過去○年間に担当した業務の業務成績

CPD

様式
設
定

10%
(5～10%)

15%
(7.5～15%)

25%
(12.5～
25%)

【①予定技術者の評価（管理技術者）】

評価
項目

評価
項目

評価
項目

評価の着目点

◎：原則として設定する項目　　○：削除の必要がない限り設定する項目

過去○年間の同種又は類似業務等の実績の内容

過去○年間の当該事務所管内、周辺での受注実績の有無

当該部門の従事期間

専門技術力 [業務執行技術力]
予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力

管
理
技
術
者
の
割
合
に
包
含
す
る

管
理
技
術
者
の
割
合
に
包
含
す
る

予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力

照
査
技
術
者

成
績
・

表
彰

予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力

過去○年間の優良業務技術者表彰の有無

過去○年間の優良業務技術者表彰の有無

◎：原則として設定する項目　　○：削除の必要がない限り設定する項目

【①予定技術者の評価（照査技術者）】

過去○年間の当該事務所管内、周辺での受注実績の有無

評価ｳｪイト

標準型様式

当該部門の従事期間

専門技術力 [業務執行技術力]

[業務執行技術力]

過去○年間に担当した業務の業務成績

CPD

資
格
・
実
績
等

技術者資格等、その専門分野の内容
※照査技術者を配置する場合

評価
項目

評価
項目



改定（R5.10） 現行（R4.7）

4.1.2 指名段階での技術評価
～省略～
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4.1.2 指名段階での技術評価
～省略～
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凡例： 赤字下線 追加・変更箇所
19

沖縄県土木建築部発注の建設コンサルタント業務における総合評価落札方式の試行要領の手引き 【新旧対照表】



改定（R5.10） 現行（R4.7）

土木編－29 土木編－28

凡例： 赤字下線 追加・変更箇所
20

沖縄県土木建築部発注の建設コンサルタント業務における総合評価落札方式の試行要領の手引き 【新旧対照表】



改定（R5.10） 現行（R4.7）

4.1.3 入札段階での技術評価

～省略～
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4.1.3 入札段階での技術評価

～省略～
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凡例： 赤字下線 追加・変更箇所
21

沖縄県土木建築部発注の建設コンサルタント業務における総合評価落札方式の試行要領の手引き 【新旧対照表】



改定（R5.10） 現行（R4.7）

～省略～

～省略～
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～省略～

～省略～
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凡例： 赤字下線 追加・変更箇所
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沖縄県土木建築部発注の建設コンサルタント業務における総合評価落札方式の試行要領の手引き 【新旧対照表】



改定（R5.10） 現行（R4.7）

4.2.1 指名段階【①企業の評価】参加表明者の経験及び能力

2) 業務表彰の有無[専門技術力][成果の確実性]

～表省略～

a)  別記様式－２の⑧で評価する。

b) 発注年度を含む２年間（※説明書等に対象となる年度を記載すること。令和○年度から令和○年度
まで）の表彰経験を評価する。（受賞日の日付に関わらず、毎年８月１日を基準日とし、評価対象の年
度を切り替える。）

c) 表彰対象機関は、沖縄県 土木建築部のみとする。
d) 様式に記載された優良業者表彰１業務については、同種・類似業務の業務種別と異なっていても評価
する。

e)  共同企業体の場合は、代表構成員又は構成員を対象とする。
f)  証明資料（表彰状の写し等）により確認する。
g)  業務内容により適宜設定すること。
（表彰対象年度の考え方）

土木編－40

4.2.1 指名段階【①企業の評価】参加表明者の経験及び能力

2) 業務表彰の有無[専門技術力][成果の確実性]

～表省略～

a) 別記様式－２の⑧で評価する。
b) 表彰された年度を含まない過去２年度間を基本とする。（令和○年度から令和○年度末まで）。
c)  表彰対象機関は、沖縄県 土木建築部のみとする。
d) 様式に記載された優良業者表彰１業務については、同種・類似業務の業務種別と異なっていても評
価する。

e) 共同企業体の場合は、代表構成員又は構成員を対象とする。
f) 証明資料（表彰状の写し等）により確認する。
g) 業務内容により適宜設定すること。

～省略～

土木編－39

凡例： 赤字下線 追加・変更箇所
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沖縄県土木建築部発注の建設コンサルタント業務における総合評価落札方式の試行要領の手引き 【新旧対照表】

公告パターン M-2年度 M-1年度 M年度
① ○ ○
② ● ●

○ M年度の7/31までに公告した場合の対象年度
● M年度の8/1以降に公告した場合の対象年度

対象年度



改定（R5.10） 現行（R4.7）

4.2.2 指名段階【②予定管理技術者の評価】予定管理技術者の経験及び能力

2) 技術者表彰の有無[専門技術力][業務執行技術力]

～表省略～

a) 別記様式－６の⑨で評価する。
b) 発注年度を含む４年間（※説明書等に対象となる年度を記載すること。令和○年度から令和○年度

まで）の表彰経験を評価する。（賞日の日付に関わらず、毎年８月１日を基準日とし、評価対象の年度
を切り替える。）

c) 表彰対象機関は、沖縄県 土木建築部のみとする。
d) 様式に記載された優良業者技術者表彰１業務については、同種・類似業務の業務種別と異なってい

ても評価する。
e) 証明資料（表彰状の写し等）により確認する。
f) 業務内容により適宜設定すること。
（表彰対象年度の考え方）

～省略～

土木編－45

4.2.2 指名段階【②予定管理技術者の評価】予定管理技術者の経験及び能力

2) 技術者表彰の有無[専門技術力][業務執行技術力]

～表省略～

a) 別記様式－６の⑨で評価する。
b) 表彰された年度を含まない過去４年度間を基本とする。（令和○年度から令和○年度末まで）
c) 表彰対象機関は、沖縄県 土木建築部のみとする。
d) 様式に記載された優良業者技術者表彰１業務については、同種・類似業務の業務種別と異なってい
ても評価する。

e) 証明資料（表彰状の写し等）により確認する。
f) 業務内容により適宜設定すること。

土木編－44

凡例： 赤字下線 追加・変更箇所
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沖縄県土木建築部発注の建設コンサルタント業務における総合評価落札方式の試行要領の手引き 【新旧対照表】

公告パターン M-4年度 M-3年度 M-2年度 M-1年度 M年度
① ○ ○ ○ ○
② ● ● ● ●

○ M年度の7/31までに公告した場合の対象年度
● M年度の8/1以降に公告した場合の対象年度

対象年度



改定（R5.10） 現行（R4.7）

6.4 管理補助技術者の配置について

～省略～

・管理補助技術者を配置する場合においても、管理技術者の参加資格要件等（資格・実績等）は必要とな
る。

土木編－60

6.4 管理補助技術者の配置について

～省略～

土木編－58

凡例： 赤字下線 追加・変更箇所
25

沖縄県土木建築部発注の建設コンサルタント業務における総合評価方式の試行要領の手引き 【新旧対照表】


